
３ 評議員会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求され

た場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。 

５ 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面

により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

７ 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。 

８ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。 

９ 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ意思表示した者は、出席者と

みなす。 

10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。 

    （議事録） 

  第21条 第19条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第２項中「出席した理事全員」

とあるのは、「議長のほか出席した評議員のうちから互選された評議員２人以上」と 

読み替えるものとする。 

    （諮問事項） 

  第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。 

（１）予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産の処分並

びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

（２）事業計画 

（３）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

（４）寄附行為の変更 

（５）合 併 

（６）目的たる事業の成功の不能による解散 

（７）収益事業に関する重要な事項      

（８）寄附金品の募集に関する事項 

（９）園長の任免その他の重要な人事 

（10）園則の制定及び変更 

（11）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

  （評議員会の意見具申等） 

  第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述

べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。 

   （評議員の選任） 

  第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者   

（２）この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上の者のうちから、理事会において選任した者   

（３）前各号に規定する者のほか、理事会において選任した者   

２ 第項第１号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする   

（任期） 

  第25条 評議員の任期は、４年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

    （評議員の解任及び退任） 

  第26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の３分の２以上の議決により、これを解任する

ことができる。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 

（２）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 評議員は、次の事由によって退任する。 

（１）任期の満了 

（２）辞任 

   

 

第５章 資産及び会計 

  （資産） 

  第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

  （資産の区分） 

  第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産（及び収益事業用財産）とする。 




